
島 根 県 報第�����号 平成��年��月�日 (�)

� �

� �

島根県立いわみ芸術劇場管理規則 (文 化 振 興 課) �

島根県農業改良資金貸付規則の一部を改正する規則 (農 業 経 営 課) �

� �

生活保護法の規定による指定医療機関の事業廃止の届出 (健康福祉総務課) ��

生活保護法の規定による介護機関の指定 ( 〃 ) ��

島根県中山間地域活性化資金利子補給金交付要綱の一部改正 (農 業 経 営 課) ��

企業参入促進資金利子補給金交付要綱の一部改正 ( 〃 ) ��

保安林の指定 (�件) (森 林 整 備 課) ��

保安林の指定の解除 (	件) ( 〃 ) �


保安林予定森林 ( 〃 ) �


解除予定保安林 ( 〃 ) ��

保安林の指定施業要件の変更 ( 〃 ) ��

森林法第���条の規定による告示及び掲示 ( 〃 ) ��

道路の供用開始 (道 路 維 持 課) ��

� �

開発行為に関する工事の完了 (都 市 計 画 課) �

ＡＰＲ形警察移動通信システム対応の移動無線機
�式等の製造請負に係る一般競 (警 察 本 部) �

争入札の実施

ＡＰＲ形警察移動通信システム対応の携帯無線機及び受令機等等の製造請負に係 ( 〃 ) ��

る一般競争入札の実施

���	��

島根県芸術文化センター展示ケースの調達に係る競争入札の参加資格等 (文 化 振 興 課) ��

島根県芸術文化センター展示ケースの調達に係る一般競争入札の実施 ( 〃 ) ��


���

島根県立美術館条例施行規則 (教育庁総務課) ��

島根県立石見美術館管理規則 ( 〃 ) ��

� 

平成��年�月��日付け島根県報第�����号中 (漁港漁場整備課) ��

平成��年�月�
日付け島根県報第�����号中 (教育庁総務課) ��

����������������������������������������������������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�

����������������������������������������������������

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

平成��年��月�日 (金)

� ������
(毎週火・金曜日発行)

�������������	
������	����

�������������

◇������ !"#$%&�� (規則第��号)

� 規則の概要

� 指定管理者の指定を受けようとするものが知事に提出する申請書の様式及び当該申請書に添付する書類
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島 根 県 報

� �

島根県立いわみ芸術劇場管理規則をここに公布する｡

平成��年��月�日

島根県知事 澄 田 信 義

��������	

島根県立いわみ芸術劇場管理規則

（趣旨）

�
� この規則は、島根県芸術文化センター条例（平成��年島根県条例第��号。以下「条例」という。）第��条に基づ

き、島根県立いわみ芸術劇場（以下「芸術劇場」という。）の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

（指定管理者の申請に関する書類）

��� 条例第�条第�項の申請書の様式は、指定管理者指定申請書（別記様式）によらなければならない。

� 条例第�条第�項の規則で定める書類は、次のとおりとする。

� 定款、寄附行為、規約その他これらに準ずる書類

� 法人にあっては、当該法人の登記簿の謄本

� 前項の申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書並びに過去�年間の事業報告書、収支計

算書、貸借対照表及び財産目録又はこれらに準ずる書類

� 役員の名簿及び略歴を記載した書類

� 団体の概要を記載した書類

� 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

（事業報告書の内容等）

�� 条例第	条の規則等で定める日は、毎会計年度終了後�
日とする。ただし、条例第��条第�項の規定により指定

管理者の指定を取り消された場合は、その取消しの日から�
日とし、その報告の対象となる期間は当該取消しの前日ま

でとする。

� 条例第	条の規則等で定める内容は、次のとおりとする。

第�����号 平成��年��月�日(�)

を定めることとした｡ （第�条・別記様式関係）

� 事業報告書の提出期限及び当該報告書に記載すべき内容を定めることとした。（第条関係）

� 利用の不許可事由は、知事が認める場合を除き､ 物品の販売その他これに類する行為を行うこととした。

（第�条関係）

� 設備の利用料金に係る基準額を定めることとした。（第�条関係）

� センター協議会に関し必要な事項は、別に定めることとした。（第�条関係）

� 施行期日

平成��年�月�日から施行することとした｡

◇����������������������� (規則第��号)

� 規則の概要

� 青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法に規定する認定農業者が就農計画に従っ

て新たに青年等をその営む農業に就業させるのに借り受ける場合の償還期間に特例を設けることとした。

（第条関係）

� その他規定の整理

� 施行期日

公布の日から施行することとした｡

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�����������������������������������������������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



島 根 県 報

� 芸術劇場の管理運営の体制

� 芸術劇場の管理の業務及び文化事業の実施状況並びに芸術劇場の利用の実績

� 利用料金の収入の実績

� 芸術劇場の管理の業務及び文化事業に要した経費の収支状況

� 前各号に掲げるもののほか、芸術劇場の管理運営に関し知事が必要と認める事項

（利用の不許可事由）

��� 条例第��条第�項第�号の規則で定める事由は、知事が理由があると認める場合を除き、物品の販売その他これ

に類する行為を行うこととする。

（設備の基準額）

��� 条例別表第�の�の設備の基準額で知事が定める額は、別表のとおりとする。

（センター協議会）

��� センター協議会に関し必要な事項は、別に定める。

� �

この規則は、平成��年�月�日から施行する。

第��	

号 平成�	年��月�日 (�)



島 根 県 報第�����号 平成��年��月�日(�)

����（第�条関係）

指 定 管 理 者 指 定 申 請 書

年 月 日

島根県知事 様

所 在 地

申請者 名 称

代表者氏名 �

芸術文化センターの指定管理者について指定を受けたいので、島根県芸術文化センター条例第�条第�項の規定に

基づき下記のとおり申請します。

記

団 体 名

代 表 者 職 ・ 氏 名

主たる事務所の所在地

設 立 年 月 日 年 月 日 構成員の人数 人

資 本 金 円

提携団体（他団体と連

携して管理を行う場合

に記入すること。）



島 根 県 報第�����号 平成��年��月�日 (�)

��（第�条関係）

種 別 品 名 単 位
基 準 額
(�回につき)

備 考

舞台大道具及び小道具 演台 �卓 ��	円 花台を含む。

指揮台 �台 
		円

譜面台 �台 �	円

所作台 一式 ����	円

平台 �枚 ��	円

金屏風及び銀屏風 �双 ����	円

地がすり �枚 ����	円

緋毛せん �枚 �		円

上敷ござ �枚 �		円

赤布団 �枚 �		円

座布団 �枚 �	円

高座用座布団 �枚 ��	円

箱馬 �個 �		円

木台 �個 �		円

開き足 �個 �		円

人形立 �個 �		円

雪布 一式 
�	円

振落し竿 一式 
		円

めくり台 �個 
�	円

箱階段（段） �個 
		円

舞台関

係設備

舞台設備 舞台せり上げ装置小ぜり �基 ��	�	円

オーケストラピットせり上げ装置 �基 ����	円

大ホール音響反射板 一式 ��	�	円

小ホール音響反射板 一式 
���	円

映写スクリーン 一式 ���
	円

松羽目及び竹羽目 一式 ����	円

仮設鳥屋囲い 一式 ��	円

プロンプターボックス 一式 ���		円

幕類（定式幕・紗幕） �枚 ��	円

吊り旗 一式 �		円

照明設

備

大ホー

ル及び

小ホー

ル共通

照明設

備

サスペンションライト（�����) �台 ��	円

サスペンションライト（���） �台 
		円

サスペンションライト（��	�） �台 ��	円

サスペンションライト（��	�） �台 �		円

サスペンションライト（�		�） �台 ��	円

シーリングライト（��） �台 �		円

シーリングライト（�����） �台 ��	円

シーリングライト（���） �台 
		円

シーリングライト（��	�） �台 ��	円



島 根 県 報第�����号 平成��年��月�日(�)

サイドスポットライト（���） �台 	

円

サイドスポットライト（��
�） �台 ��
円

ステージスポットライト（����) �台 ��
円

ステージスポットライト（���） �台 	

円

ステージスポットライト（��
�） �台 ��
円

ステージスポットライト（��
�） �台 �

円

ステージスポットライト（�

�） �台 ��
円

トーメンタルスポットライト（���) �台 	

円

トーメンタルスポットライト（��
�) �台 ��
円

トーメンタルスポットライト（�

�) �台 ��
円

バルコニースポットライト（���) �台 	

円

バルコニースポットライト（��
�) �台 ��
円

ＡＣライト �組 �

円

ランプピン �台 ��
円

フットライト（�回路用） �本 ��
円

ストロボライト �台 ����
円

エフェクトマシン �台 ��
円

プロジェクタースポットライト �台 	�
円

先玉 �台 �

円

種板 �個 �

円

ミラーボール �個 ��
円

スライドキャリア �台 ���

円

星球 一式 ����
円

移動式照明操作卓 �台 ��


円

移動式調光器（Ａ） �台 	��

円

移動式調光器（Ｂ） �台 ���

円

カラーチェンジャー �台 ���

円

ライトタワー �台 ���

円

オーバーヘッドプロジェクター �台 ����
円

大ホー

ル照明

設備

ボーダーライト �列 ����
円

アッパーホリゾンライト �列 ����
円

ロアーホリゾンライト �列 ����
円

クセノンピンスポットライト（���) �列 	��

円

反射板天板ライト 一式 ����
円

小ホー

ル照明

設備

ボーダーライト �列 ��
円

アッパーホリゾンライト �列 ����
円

ロアーホリゾンライト �列 ��
円

クセノンピンスポットライト（���) �列 ����
円

反射板天板ライト 一式 ����
円

照明設

備を組

み合わ

大ホールＡセット �組 ��
�
円 ボーダーライト�列、サ

イドスポットライト�

台、シーリングスポット



島 根 県 報第�����号 平成��年��月�日 (�)

せて使

うとき｡

ライト��台

大ホールＢセット �組 ����	�円 ボーダーライト
列、サ

スペンションライト��

台、サイドスポットライ

ト��台、シーリングス

ポットライト��台

大ホールＣセット �組 ���	��円 サスペンションライト�

台、サイドスポットライ

ト�台、シーリングス

ポットライト��台､ 反射

板天板ライト一式

大ホールＤセット �組 ������円 サスペンションライト�

台、サイドスポットライ

ト�台、シーリングス

ポットライト�台、ス

テージスポットライト��

台、アッパーホリゾンラ

イト�列、ロアーホリゾ

ンライト�列

小ホールＡセット �組 �����円 ボーダーライト�列、サ

イドスポットライト�

台、シーリングスポット

ライト��台

小ホールＢセット �組 �����円 ボーダーライト�列、サ

スペンションライト��

台、サイドスポットライ

ト�台、シーリングス

ポットライト��台

小ホールＣセット �組 ������円 サイドスポットライト�

台、シーリングスポット

ライト��台、反射板天板

ライト一式

小ホールＤセット �組 ������円 サスペンションライト��

台、サイドスポットライ

ト�台、シーリングス

ポットライト�台、ス

テージスポットライト�

台、アッパーホリゾンラ

イト�列、ロアーホリゾ

ンライト�列

その他設備 スモークマシン �台 ���円

ドライアイスマシン �台 ���円



島 根 県 報第�����号 平成��年��月�日(�)

音響関

係設備

ホール音響設備 大ホール拡声装置 一式 ����	円 ダイナミックマイク
個

を含む。

小ホール拡声装置 一式 ����	円 ダイナミックマイク
個

を含む。

ダイナミックマイク 
個 ��	円

コンデンサーマイク 
個 ����	円

ワイヤレスマイク装置 
チャ

ンネル

����	円

可搬式テープレコーダー 
台 		円

コンパクトディスクレコーダー 
台 ���		円

コンパクトディスクプレーヤー 
台 ����	円

ミニディスクプレーヤー 
台 ����	円

デジタルオーディオテープレコーダー 
台 ����	円

リバーブ 
台 ����	円

ディレイ 
台 ����	円

ノイズゲート 
台 �		円

エフェクトプロセッサー 
台 ����	円

ステージスピーカー 
台 ����	円 パワーアンプ
台を含

む。

移動式音響調整卓 
台 ���		円

マイクスタンド（床上） 
個 �		円 センターの設備を使用し

ない場合に限る。

マイクスタンド（卓上） 
個 ��	円 センターの設備を使用し

ない場合に限る。

�点吊りマイク装置 一式 ��		円

音響関係回路 
回路 �		円 センターの設備を使用し

ない場合に限る。

楽器 フルコンサートピアノ（Ａ） 
台 �	��	円

フルコンサートピアノ（Ｂ） 
台 ���		円

グランドピアノ 
台 ����	円

アップライトピアノ 
台 ����	円

電子ピアノ 
台 ��			円

ギターアンプ 
台 �		円

ベースアンプ 
台 ��	円

ドラムセット 
台 ��	円

大太鼓 
台 ��	円

ピアノ用椅子 
脚 ��	円

チェロ用椅子 
脚 ��	円

コントラバス用椅子 
脚 ��	円

映写設備 映像収録装置 
台 ���		円

ビデオカメラ 
台 ���		円

ビデオテープレコーダー（Ａ） 
台 ���		円



島 根 県 報

島根県農業改良資金貸付規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成��年��月�日

島根県知事 澄 田 信 義

��������	

島根県農業改良資金貸付規則の一部を改正する規則

島根県農業改良資金貸付規則（平成��年島根県規則第��号）の一部を次のように改正する。

第�条第�号中「平成�年法律第�号」の次に「。以下「青年等就農法」という。」を加え、「第�条第�項」を「第

�条第�項」に改め、同条第	号イ中「�から�」を「�から�」に改める。

第	条第
項の表
の項及び�の項償還期間の欄中「という。）」の次に「及び青年等就農法第��条第
項に規定する

資金（以下「青年就業資金」という。）」を加え、同表	の項償還期間の欄中「据置期間	年以内」を「	年以内の据置

期間」に改め、「特定地域資金」の次に「及び青年就業資金」を加え、「据置期間�年以内」を「�年以内の据置期間」

第����号 平成��年��月�日 (�)

ビデオテープレコーダー（Ｂ） 
台 ���円

ＤＶＤプレーヤー 
台 ���円

ビデオプロジェクター（Ａ） 
台 �����円

ビデオプロジェクター（Ｂ） 
台 ����円

ビデオプロジェクター（Ｃ） 
台 ����円

スライドプロジェクター（Ａ） 
台 ����円

スライドプロジェクター（Ｂ） 
台 ���円

簡易オーバーヘッドプロジェクター 
台 ���円

書画カメラ 
台 ����円

��ミリ映写機 
台 �����円

スクリーン（Ａ） 
台 ���円

スクリーン（Ｂ） 
台 ���円

レーザーポインター 
台 ���円

同時通訳設備 大ホール 一式 ����円

小ホール 一式 ����円

その他設備機器 バレエバー 
本 ���円

バレエ用シート 
枚 ���円

姿見 
台 ���円

ＰＡテーブル 
台 ���円

展示用パネル 
枚 ���円

折り畳み机 
脚 ���円

スタッキングいす 
脚 ��円

シャワー設備 
室 ���円

電気洗濯機及び乾燥機 一式 ���円

電気アイロン 
台 ���円

コンセント（Ａ） 
個 ���円 センターの設備を使用し

ない場合に限る。

コンセント（Ｂ） 
個 ���円 センターの設備を使用し

ない場合に限る。
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に改める。

� �

� この規則は、公布の日から施行する。

� この規則による改正後の島根県農業改良資金貸付規則の規定は、この規則の施行の日以後に行う借入申込みについて

適用し、同日前に行われた借入申込みについては、なお従前の例による。

� �

������	
�
�

生活保護法（昭和��年法律第���号）第��条の�の規定により、次のとおり指定医療機関の事業の廃止の届出があった

ので、同法第��条の�第�号の規定により告示する。

平成��年��月	日

島根県知事 澄 田 信 義

������	
���

生活保護法（昭和��年法律第���号）第��条の�第�項の規定により、同法による介護扶助を担当する機関を次のとお

り指定したので、同法第��条の�第�号の規定により告示する。

平成��年��月	日

島根県知事 澄 田 信 義

������	
���

島根県中山間地域活性化資金利子補給金交付要綱（平成
年島根県告示第���号）の一部を次のように改正する。

平成��年��月	日

島根県知事 澄 田 信 義

別表中備考以外の部分を次のように改める。

第�����号 平成��年��月	日(��)

医 療 機 関 の 名 称 所 在 地 廃止年月日

広瀬町立広瀬病院 能義郡広瀬町広瀬���番地 平成��年�月��日

嘉村医院 隠岐郡隠岐の島町栄町��� 平成��年��月��日

常松小児科医院 出雲市今市町���番地�� 平成��年��月��日

くにびき診療所 出雲市東園町��番地 平成��年��月��日

指定訪問看護事業者・居宅介護事業者・居
宅介護支援事業者

実施する事業

訪問看護ステーション・居宅介護事業所・
居宅介護支援事業所 指 定

年月日
名 称

主たる事務所
の所在地

名 称 所 在 地

大社町
簸川郡大社町大字杵
築南���番地

居宅介護支援
事業

大社町
簸川郡大社町大字杵
築南���番地�

平成��年
�月��日



島 根 県 報第�����号 平成��年��月�日 (��)
�
�
(第

�
条
関
係
)

中
山
間
地
域
活
性
化
資
金
の
種
類

利
子

補
給

率

融
資
機
関
が
措
置
要
綱
第
�
の
�
の
ア
､
ウ
及
び
オ
に
掲
げ
る
者
で
あ
る
場
合

融
資
機
関
が
措
置
要
綱
第
�
の
�
の
イ
､
エ
､
カ
及
び
キ
に
掲
げ
る
者
で
あ
る
場
合

貸
付
期
間

が
�
年
以

内
の
場
合

貸
付
期
間

が
�
年
を

超
え

	
年

以
内
の
場

合

貸
付
期
間

が
	
年
を

超
え



年

以
内
の
場

合

貸
付
期
間

が


年
を

超
え

�
年

以
内
の
場

合

貸
付
期
間

が
�
年
を

超
え

��
年

以
内
の
場

合

貸
付
期
間

が
��
年
を

超
え

��
年

以
内
の
場

合

貸
付
期
間

が
��
年
を

超
え

�
年

以
内
の
場

合

貸
付
期
間

が
�
年
を

超
え

��
年

以
内
の
場

合

貸
付
期
間

が
��
年
を

超
え

��
年

以
内
の
場

合

貸
付
期
間

が
�
年
以

内
の
場
合

貸
付
期
間

が
�
年
を

超
え

	
年

以
内
の
場

合

貸
付
期
間

が
	
年
を

超
え



年

以
内
の
場

合

貸
付
期
間

が


年
を

超
え

�
年

以
内
の
場

合

貸
付
期
間

が
�
年
を

超
え

��
年

以
内
の
場

合

貸
付
期
間

が
��
年
を

超
え

��
年

以
内
の
場

合

貸
付
期
間

が
��
年
を

超
え

�
年

以
内
の
場

合

貸
付
期
間

が
�
年
を

超
え

��
年

以
内
の
場

合

貸
付
期
間

が
��
年
を

超
え

��
年

以
内
の
場

合

�
措
置
要

綱
第
�
の

�
の
�
の

加
工
流
通

施
設
整
備

資
金

大
企
業
以

外
の
者
に

貸
し
付
け

る
場
合

貸
付
金
の
う

ち
�
億
	
千

万
円
以
下
の

部
分

年
��
��

パ
ー
セ

ン
ト

年
��
��

パ
ー
セ

ン
ト

年
��
��

パ
ー
セ

ン
ト

年
��
��

パ
ー
セ

ン
ト

年
��
��

パ
ー
セ

ン
ト

年
��
��

パ
ー
セ

ン
ト

年
��
�

パ
ー
セ

ン
ト

年
��
��

パ
ー
セ

ン
ト

年
��
��

パ
ー
セ

ン
ト

年
��
��

パ
ー
セ

ン
ト

年
��
�

パ
ー
セ

ン
ト

年
��
�

パ
ー
セ

ン
ト

年
��
�

パ
ー
セ

ン
ト

年
��
�

パ
ー
セ

ン
ト

年
��
�

パ
ー
セ

ン
ト

年
��
�

パ
ー
セ

ン
ト

年
��
�

パ
ー
セ

ン
ト

年
��


パ
ー
セ

ン
ト

貸
付
金
の
う

ち
�
億
	
千

万
円
を
超
え

る
部
分

年
��
��

パ
ー
セ

ン
ト

年
��
�

パ
ー
セ

ン
ト

年
��
�

パ
ー
セ

ン
ト

年
��
�

パ
ー
セ

ン
ト

年
��


パ
ー
セ

ン
ト

年
��
�

パ
ー
セ

ン
ト

年
��
�

パ
ー
セ

ン
ト

年
��
�

パ
ー
セ

ン
ト

年
��
�

パ
ー
セ

ン
ト

年
��
�

パ
ー
セ

ン
ト

年
��
��

パ
ー
セ

ン
ト

年
��
��

パ
ー
セ

ン
ト

年
��
��

パ
ー
セ

ン
ト

年
��
��

パ
ー
セ

ン
ト

年
��
�

パ
ー
セ

ン
ト

年
��
��

パ
ー
セ

ン
ト

年
��
��

パ
ー
セ

ン
ト

年
��
��

パ
ー
セ

ン
ト

大
企
業
に
貸
し
付
け
る

場
合

年
��
�

パ
ー
セ

ン
ト

年
��
��

パ
ー
セ

ン
ト

年
��
�

パ
ー
セ

ン
ト

年
��
��

パ
ー
セ

ン
ト

年
��
��

パ
ー
セ

ン
ト

年
��
��

パ
ー
セ

ン
ト

年
��
��

パ
ー
セ

ン
ト

年
��
��

パ
ー
セ

ン
ト

年
��
��

パ
ー
セ

ン
ト

年
��
��

パ
ー
セ

ン
ト

年
��
�

パ
ー
セ

ン
ト

年
��
�

パ
ー
セ

ン
ト

年
��


パ
ー
セ

ン
ト

年
��
�

パ
ー
セ

ン
ト

年
��
�

パ
ー
セ

ン
ト

－
－

－

�
措
置
要

綱
第
�
の

�
の
�
の

保
健
機
能

増
進
施
設

整
備
資
金

大
企
業
以

外
の
者
に

貸
し
付
け

る
場
合

貸
付
金
の
う

ち
�
億
	
千

万
円
以
下
の

部
分

年
��
��

パ
ー
セ

ン
ト

年
��
�

パ
ー
セ

ン
ト

年
��
�

パ
ー
セ

ン
ト

年
��
�

パ
ー
セ

ン
ト

年
��
�

パ
ー
セ

ン
ト

年
��
�

パ
ー
セ

ン
ト

年
��
�

パ
ー
セ

ン
ト

年
��
�

パ
ー
セ

ン
ト

年
��
�

パ
ー
セ

ン
ト

年
��
�

パ
ー
セ

ン
ト

年
��
�

パ
ー
セ

ン
ト

年
��
��

パ
ー
セ

ン
ト

年
��
��

パ
ー
セ

ン
ト

年
��
��

パ
ー
セ

ン
ト

年
��
��

パ
ー
セ

ン
ト

年
��
��

パ
ー
セ

ン
ト

年
��
��

パ
ー
セ

ン
ト

年
��
��

パ
ー
セ

ン
ト

貸
付
金
の
う

ち
�
億
	
千

万
円
を
超
え

る
部
分

年
��
�

パ
ー
セ

ン
ト

年
��
��

パ
ー
セ

ン
ト

年
��
��

パ
ー
セ

ン
ト

年
��
��

パ
ー
セ

ン
ト

年
��
��

パ
ー
セ

ン
ト

年
��
��

パ
ー
セ

ン
ト

年
��
�

パ
ー
セ

ン
ト

年
��
��

パ
ー
セ

ン
ト

年
��
��

パ
ー
セ

ン
ト

年
��
��

パ
ー
セ

ン
ト

年
��
�

パ
ー
セ

ン
ト

年
��
�

パ
ー
セ

ン
ト

年
��
�

パ
ー
セ

ン
ト

年
��
�

パ
ー
セ

ン
ト

年
��
�

パ
ー
セ

ン
ト

年
��
�

パ
ー
セ

ン
ト

年
��
�

パ
ー
セ

ン
ト

年
��
�

パ
ー
セ

ン
ト

大
企
業
に
貸
し
付
け
る

場
合

年
��
��

パ
ー
セ

ン
ト

年
��
�

パ
ー
セ

ン
ト

年
��
�

パ
ー
セ

ン
ト

年
��
�

パ
ー
セ

ン
ト

年
��


パ
ー
セ

ン
ト

年
��
�

パ
ー
セ

ン
ト

年
��
�

パ
ー
セ

ン
ト

年
��
�

パ
ー
セ

ン
ト

年
��
�

パ
ー
セ

ン
ト

年
��
�

パ
ー
セ

ン
ト

年
��
��

パ
ー
セ

ン
ト

年
��
��

パ
ー
セ

ン
ト

年
��
��

パ
ー
セ

ン
ト

年
��
��

パ
ー
セ

ン
ト

年
��
�

パ
ー
セ

ン
ト

年
��
��

パ
ー
セ

ン
ト

年
��
��

パ
ー
セ

ン
ト

年
��
��

パ
ー
セ

ン
ト

�
措
置
要

綱
第
�
の

�
の
�
の

生
活
環
境

施
設
整
備

資
金

農
業
協
同
組
合
等
以
外

の
者
に
貸
し
付
け
る
場

合
年
��
��
パ
ー
セ
ン
ト

年
��
�パ
ー
セ
ン
ト

農
業
協
同
組
合
等
に
貸

し
付
け
る
場
合

年
��
��
パ
ー
セ
ン
ト

年
��
�パ
ー
セ
ン
ト
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� �

� この告示は、平成��年��月�日から施行し、この告示による改正後の島根県中山間地域活性化資金利子補給金交付要

綱の規定は、平成��年��月��日から適用する。

� 平成��年��月��日前に系統等民間資金を原資とする中山間地域活性化資金の融通に関する措置要綱（平成�年�月	

日付け�農経Ａ第�
�号農林水産事務次官依命通知）第�の�の規定により利子補給の決定を受けている中山間地域活

性化資金については、なお従前の例による。

������	
���

企業参入促進資金利子補給金交付要綱（平成��年島根県告示第��号）の一部を次のように改正する。

平成��年��月�日

島根県知事 澄 田 信 義

別表貸付条件の欄中「年��パーセント」を「年���パーセント」に改める。

� �

� この告示は、平成��年��月�日から施行する。

� この告示による改正後の企業参入促進資金利子補給金交付要綱の規定は、平成��年��月��日以後の貸し付けられる企

業参入促進資金について適用し、同日前に貸し付けられた企業参入促進資金については、なお従前の例による。

������	
����

森林法（昭和��年法律第���号）第��条の�第�項の規定により保安林の指定をするので、同法第

条第�項において

準用する同条第�項の規定により告示する。

平成��年��月�日

島根県知事 澄 田 信 義

� 保安林の所在場所

浜田市竹迫町����－�、����－�、���－�

� 指定の目的

土砂の崩壊の防備

� 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐は、択伐による。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準

伐期齢以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度 次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁及び浜田市役所に備え置いて縦覧に供する。）

������	
����

森林法（昭和��年法律第���号）第��条の�第�項の規定により保安林の指定をするので、同法第

条第�項において

準用する同条第�項の規定により告示する。

平成��年��月�日

島根県知事 澄 田 信 義

第�����号 平成��年��月�日(��)
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�� 保安林の所在場所

浜田市内田町����－�、内村町����－���

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐は、択伐による。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標

準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。

	� 保安林の所在場所

浜田市宇野町����－	、����、����－�から����－
まで、����－�、����－	、����－	、����－

� 指定の目的

土砂の崩壊の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐は、択伐による。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標

準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁及び浜田市役所に備え置いて縦覧に供する。）

��������	
��

森林法（昭和��年法律第���号）第��条の	第�項の規定により保安林の指定をするので、同法第��条第項において

準用する同条第�項の規定により告示する。

平成��年��月�日

島根県知事 澄 田 信 義

�� 保安林の所在場所

那賀郡三隅町大字井野ロ���、ロ���、ロ���－�からロ���－
まで、ロ���からロ���まで、ロ���－�、ロ���－

	、ロ���からロ���まで、ロ���、ロ���－	、ロ���－�

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐は、択伐による。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標

準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。

	� 保安林の所在場所

第�����号 平成��年��月�日 (��)
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那賀郡三隅町大字井野ロ���、ニ����－�、ニ����－�

� 指定の目的

土砂の崩壊の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐は、択伐による。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標

準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁及び三隅町役場に備え置いて縦覧に供する。）

��������	
��

森林法（昭和��年法律第��	号）第��条の�第�項の規定により保安林の指定を解除するので、同法第��条第
項にお

いて準用する同条第�項の規定により告示する。

平成��年��月�日

島根県知事 澄 田 信 義

� 解除に係る保安林の所在場所

出雲市乙立町字松原下モモクゝイゴ����－�	から����－��まで

� 保安林として指定された目的

名所又は旧跡の風致の保存

 解除の理由

指定理由の消滅

��������	
�

森林法（昭和��年法律第��	号）第��条の�第�項の規定により保安林の指定を解除するので、同法第��条第
項にお

いて準用する同条第�項の規定により告示する。

平成��年��月�日

島根県知事 澄 田 信 義

� 解除に係る保安林の所在場所

簸川郡湖陵町大字差海����、����－�、��	�－�、��	�－、��	�－、��	�－�、��	�－�

� 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

 解除の理由

指定理由の消滅

��������	

�

次の森林を保安林予定森林としたから、森林法（昭和��年法律第��	号）第��条の�第�項の規定により告示する。

平成��年��月�日

島根県知事 澄 田 信 義

第�����号 平成��年��月�日(��)
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� 保安林予定森林の所在場所

簸川郡佐田町大字吉野字新屋���－�

� 指定の目的

土砂の崩壊の防備

� 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐は、択伐による。

イ 主伐として伐採することができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐

期齢以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度 次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁及び佐田町役場に備え置いて縦覧に供する。）

���������		


次の保安林を解除予定保安林にする旨の通知を受けたから、森林法（昭和��年法律第��	号）第�
条の規定により告示

する。

平成��年��月�日

島根県知事 澄 田 信 義

�� 解除予定保安林の所在場所

那賀郡旭町大字坂本イ	��－・イ	��－�（以上�筆について次の図に示す部分に限る。）、大字都川����－�

（次の図に示す部分に限る。）、����－�	から����－��まで

� 保安林として指定された目的

水源のかん養

� 解除の理由

道路用地とするため

�� 解除予定保安林の所在場所

那賀郡旭町大字坂本イ	��－�、イ	��－・イ	��－�（以上�筆について次の図に示す部分に限る。）、大字都

川����－�（次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的

水源のかん養

� 解除の理由

指定理由の消滅

（「次の図」は、省略し、その図面を島根県庁及び旭町役場に備え置いて縦覧に供する。）

���������	�


森林法（昭和��年法律第��	号）第��条の�第�項の規定により保安林の指定施業要件を変更するので、同法第��条の

�において準用する同法第��条第�項において準用する同条第�項の規定により告示する。

平成��年��月�日

島根県知事 澄 田 信 義

�� 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所と指定の目的 次に掲げる告示で定めるところによる。

平成��年��月�日島根県告示第���号

第�����号 平成��年��月�日 (��)



島 根 県 報

� 変更に係る指定施業要件

ア 立木の伐採の方法 変更しない。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 変更後の立木の伐採の限度並びに植栽の方法及び樹種は次

のとおりとする。

�� 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所と指定の目的 次に掲げる告示で定めるところによる。

平成��年�月��日島根県告示第��号

� 変更に係る指定施業要件

ア 立木の伐採の方法 変更しない。

イ 立木の伐採の限度 変更後の立木の伐採の限度は次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁及び関係町役場に備え置いて縦覧に供する。）

���������	
�

平成��年農林水産省令告示第��	��号で保安林に指定された次の森林については、当該処分に係る通知の相手方が不分

明であるので、森林法（昭和��年法律第��
号）第�	
条の規定に基づき、その通知の内容を旭町役場に掲示するとともに

その要旨を告示する。

平成��年��月�日

島根県知事 澄 田 信 義

� 森林の所在場所及び不分明である通知の相手方

� 指定の目的

水源のかん養

���������	��

道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和��年法律第�	号）第�	条第�項の規定に基づき告示する。

その関係図面は、告示の日から��日間島根県土木部道路維持課及び当該道路を管轄する土木建築事務所において一般の

縦覧に供する。

平成��年��月�日

島根県知事 澄 田 信 義

第�����号 平成��年��月�日(��)

森 林 の 所 在 場 所 不分明である通知の相手方

郡 名 町 名 大 字 字 地 番 森林の権利者 住 所

那賀 旭 都川 ����－�

無限責任都川
信用購買販売
利用組合

那賀郡旭町大字都川�

��

道路の
種 類

路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 延 長
供用開始
年 月 日

管轄する土
木建築事務
所の名称

備 考

県 道
羽須美大和
線

邑智郡美郷町都賀西��	番�地先から同
���番�地先まで

���
平成��年
��月��日

川 本 土 木
建築事務所
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� �

次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和��年法律第���号）第��条第�項の規定により公告す

る。

平成��年��月�日

島根県知事 澄 田 信 義

� 開発区域

大原郡加茂町大字加茂中��番地	 外�
筆

面積 �����平方メートル

� 開発許可を受けた者の住所及び氏名

大原郡加茂町大字加茂中��番地�

加茂町土地開発公社

理事長 早水雄一

次のとおり一般競争入札に付すので、地方自治法施行令（昭和��年政令第��号）第��条の�第�項の規定により公告

する。

平成��年��月�日

島根県警察本部長 鎌 田 聡

� 入札の内容

� 入札の件名

ＡＰＲ形警察移動通信システム対応の移動無線機��式等の製造請負

� 製造物品の仕様等

入札説明書による。

� 納入期限

平成�年�月��日

� 入札方法

落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の�パーセントに相当する額を加算した金額（当該金

額に�円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金額とするので、入札者

は消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の���分の���に相

当する金額を入札書に記載すること。

� 入札参加資格

� 地方自治法施行令第��条の�の規定に該当しないものであること。

� 物品の製造の請負及び売買に係る入札参加資格要綱（昭和��年島根県告示第�号）第�条の規定により資格を認定

され、営業種目表に掲げる［�機械機具類－�電機通信機器］に登載されたものであること。

� 島根県の実施する建設工事等の請負又は物品の購入もしくは製造の請負の一般競争入札において、指名停止の措置

を受け、入札日においてその措置の期間が継続中であるものでないこと。

� 入札書の提出場所等

� 入札説明書の交付場所及び問い合わせ先

〒���－
��� 島根県松江市殿町	番地�

島根県警察本部警務部会計課用度係

電話（�
��）��－���� 内線����～����

第�����号 平成��年��月�日 (�)
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� 入札説明書の交付期間及び方法

平成��年��月�日から��月��日までの間、上記�の場所において交付する。（交付時間は土日、祝日を除く、午前

�時から午後�時までとする）

� 入札及び開札の日時及び場所

日時 平成��年��月��日 (金) ��時��分

場所 島根県松江市殿町�番地	 島根県警察本部


 その他

� 契約手続きに使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

契約予定相当額の���分の�以上を納付すること。ただし島根県会計規則（昭和��年島根県規則第��号）第��条の

各号に該当する場合は免除する。

� 契約保証金

契約金額の���分の��以上を納付すること。ただし島根県会計規則第��条の各号に該当する場合は免除する。

� 入札書に要求される事項

この入札に参加を希望する者は、入札説明書に示した書類を入札説明書に定める提出期限までに提出しなければな

らない。

なお、入札者は、開札日時までの間において、当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければなら

ない。

� 入札の無効

本公告に示した入札参加資格のないものが入札をしたとき、その他島根県会計規則第��条各号に該当するときは、

当該入札者の入札は無効とする。

� 落札者の決定方法

島根県会計規則第��条の規定に基づき定められた予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者

を落札者とする。

� その他

詳細は入札説明書による。

次のとおり一般競争入札に付すので、地方自治法施行令（昭和��年政令第��号）第���条の�第	項の規定により公告

する。

平成��年��月�日

島根県警察本部長 鎌 田 聡

	 入札の内容

� 入札の件名

ＡＰＲ形警察移動通信システム対応の携帯無線機及び受令機等の製造請負

� 製造物品の仕様等

入札説明書による。

� 納入期限

平成��年�月��日

� 入札方法

落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の�パーセントに相当する額を加算した金額（当該金

額に	円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金額とするので、入札者

第�����号 平成��年��月�日(��)
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は消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の���分の���に相

当する金額を入札書に記載すること。

� 入札参加資格

� 地方自治法施行令第���条の�の規定に該当しないものであること。

� 物品の製造の請負及び売買に係る入札参加資格要綱（昭和��年島根県告示第�号）第	条の規定により資格を認定

され、営業種目表に掲げる［�機械機具類－�電機通信機器］に登載されたものであること。

� 島根県の実施する建設工事等の請負又は物品の購入もしくは製造の請負の一般競争入札において、指名停止の措置

を受け、入札日においてその措置の期間が継続中であるものでないこと。


 入札書の提出場所等

� 入札説明書の交付場所及び問い合わせ先

〒���－���� 島根県松江市殿町番地�

島根県警察本部警務部会計課用度係

電話（����）��－���� 内線����～����

� 入札説明書の交付期間及び方法

平成��年��月	日から��月��日までの間、上記�の場所において交付する。（交付時間は土日、祝日を除く、午前

�時から午後	時までとする）

� 入札及び開札の日時及び場所

日時 平成��年��月��日（金） ��時��分

場所 島根県松江市殿町番地� 島根県警察本部

� その他

� 契約手続きに使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

契約予定相当額の���分の	以上を納付すること。ただし島根県会計規則（昭和��年島根県規則第��号）第��条の

�各号に該当する場合は免除する。

� 契約保証金

契約金額の���分の��以上を納付すること。ただし島根県会計規則第��条の�各号に該当する場合は免除する。

� 入札書に要求される事項

この入札に参加を希望する者は、入札説明書に示した書類を入札説明書に定める提出期限までに提出しなければな

らない。

なお、入札者は、開札日時までの間において、当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければなら

ない。

� 入札の無効

本公告に示した入札参加資格のないものが入札をしたとき、その他島根県会計規則第��条各号に該当するときは、

当該入札者の入札は無効とする。

� 落札者の決定方法

島根県会計規則第��条の規定に基づき定められた予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者

を落札者とする。

� その他

詳細は入札説明書による。

第�����号 平成��年��月	日 (��)
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� � � � � �

平成��年度において島根県芸術文化センターの物品の買入れに係る特定調達契約の締結が見込まれるので、地方公共団

体の物品等又は特定役務の調達手続きの特例を定める政令（平成�年政令第���号）第�条の規定に基づき、次のとおり

公告する。

平成��年��月�日

島根県知事 澄 田 信 義

	 特定調達契約により調達する物品の種類

島根県芸術文化センター展示ケース


 一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格、当該資格の審査に係る申請方法並びに当該資格の有効期

間及びその更新の手続き

平成��年及び平成��年に島根県において発注する物品の製造の請負、売買及び借入に係る競争入札の参加資格等（平

成��年度島根県告示第��号）に定めるところによる。

次のとおり一般競争入札に付すので、地方自治法施行令（昭和��年政令第��号）第���条の�第	項及び地方公共団体

の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成�年政令第���号）第�条の規定により公告する。

平成��年��月�日

島根県知事 澄 田 信 義

	 調達内容

� 物品等の名称及び数量

島根県芸術文化センター展示ケース

� 調達案件の仕様等

入札説明書による。

� 納入期限

平成��年�月��日（金）

� 納入場所

島根県益田市有明町

島根県芸術文化センター

� 入札方法

予定価格以下で、最低の価格の入札した者をもって落札者とする。

なお、落札の決定に当っては、入札書に記載された金額に当該金額の�％に相当する金額を加算した金額（当該金

額に	円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）を落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消

費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積った契約金額の���分の���に相当する金額を入札書に

記載すること。


 入札参加者の資格

� 地方自治法施行令第���条の�の規定に該当しない者であること。

� 平成��年及び平成��年に島根県において発注する物品の製造の請負、売買及び借入に係る競争入札の参加資格等

（平成��年島根県告示第��号）により営業種目の大分類「調度品類」、中分類「鋼製家具」に資格を認定された者

であること。

なお、同告示による資格審査を受けていないものにあっては、直ちに同告示二の規定に基づき資格審査の申請手続

きを行うこと。

第�����号 平成��年��月�日(��)
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� 島根県が行う建設工事等の請負、又は物品の購入、若しくは製造の請負の指名競争入札について、指名停止の措置

の期間が満了していない者でないこと。

� 営業に関し、許可、認可等を必要とする場合において、これを受けている者であること。

� 島根県税を滞納していない者であること。

� 調達物件を確実に履行できる者であること。

� 入札書の提出場所等

� 入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先

〒���－���� 島根県松江市殿町�番地 島根県庁	階

島根県環境生活部 文化振興課芸術文化センター建設室

担当：山本

電話���
－

－�

� ファクシミリ���
－
�－�
�


Ｅメール＝�������������������������

� 入札説明書の交付期間及び場所

平成��年��月�日（金）から同年��月��日（木）までの間に、�の場所において交付する。

ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和
�年法律第���号）に規定する休日（以下「休日」と

いう。）を除く午前 時から正午まで及び午後�時から午後�時までとする。

� 入札説明会の日時及び場所

入札説明会は実施しない。

� 入札参加資格申請書の提出期間及び場所

平成��年��月�日（金）から同年��月
�日（木）までの間に必要書類を添付のうえ�の場所に持参又は郵送するこ

と。（様式第�号）

� 入札書の受領期限

平成��年�
月��日（水）午後!時（郵便による入札にあっては、平成��年�
月�"日（火）日正午必着）まで。

なお、郵送する場合は、必ず書留郵便とすること。

� 開札の日時及び場所

日時：平成��年�
月��日（水）午後!時から

場所：島根県松江市殿町�番地 島根県庁会議棟�会議室

# その他

� 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

入札者が見積る契約金額の���分の�以上の入札保証金を入札時に納付すること。ただし、島根県会計規則（昭和

��年島根県規則第

号）第��条の!各号のいずれかに該当する場合は免除する。

� 契約保証金

契約金額の���分の��以上を納付すること。ただし、島根県会計規則第��条の!各号のいずれかに該当する場合は

免除する。

� 入札者に要求される事項

ア この入札に参加を希望する者は、封印した入札書を入札書の受領期限までに提出しなければならないが、入札参

加資格を有することを確認する書類については、入札書の提出に先立って提出するものとする。

イ 上記の場合、入札者は、開札日時までの間において島根県知事から当該書類に関し説明を求められた場合は、そ

れに応じなければならない。

� 入札の無効

本公告に示した入札参加資格のない者が入札したとき、入札者に求められる義務を履行しなかったとき、その他島

第�$�

号 平成��年��月�日 (
�)
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根県会計規則第��条各号のいずれかに該当するときは、当該入札者の入札は無効とする。

� 落札者の決定方法

本公告に示した物品納入を履行できると島根県知事が判断した入札者であって、島根県会計規則第��条の規定に基

づき定められた予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。

� 再度入札

再度入札は、�回まで行うものとする。

� 契約書の作成の要否

要する。

� その他

詳細は入札説明書による。
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島根県立美術館条例施行規則をここに公布する。

平成,�年,,月�日

島根県教育委員会委員長 中 村 俊 郎

�	
����������

島根県立美術館条例施行規則

島根県立美術館条例施行規則（平成,)年島根県教育委員会規則第6号）の全部を改正する。

（趣旨）

��� この規則は、島根県立美術館条例（平成,)年島根県条例第,3号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事

項を定めるものとする。

（指定管理者の申請に関する書類等）

��� 条例第6条第7項の申請書の様式は、指定管理者指定申請書（様式第�号）によらなければならない。

7 条例第6条第7項の教育委員会規則で定める書類は、次のとおりとする。

� 定款、寄附行為、規約その他これらに準ずる書類

� 法人にあっては、当該法人の登記簿の謄本

� 前項の申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書並びに過去7年間の事業報告書、収支計

算書、貸借対照表及び財産目録又はこれらに準ずる書類

� 役員の名簿及び略歴を記載した書類

第,(���号 平成,�年,,月�日(��)
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� 団体の概要を記載した書類

� 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める書類

（事業報告書の内容等）

��� 条例第�条の規則で定める日は、毎会計年度終了後��日とする。ただし、条例第��条第�項の規定により指定管

理者の指定を取り消された場合は、その取消しの日から��日とし、その報告の対象となる期間は当該取消しの前日まで

とする。

� 条例第�条の規則で定める内容は、次のとおりとする。

� 美術館の管理の体制

� 美術館の管理業務の実施状況及び使用の実績

� 美術館の管理に要した経費の収支状況

� 前各号に掲げるもののほか、美術館の管理に関し委員会が必要と認める事項

（附属設備の使用料）

��� 条例別表第�の備考�の教育委員会規則で定める額は、別表のとおりとする。

（使用料等の納付）

��� 美術館の使用料及び観覧料（以下「使用料等」という。）は、前納とする。ただし、委員会が特に認めた場合

は、後納とすることができる。

（年間観覧券）

��� 年間観覧料を支払った者に対しては、年間観覧券を交付するものとし、その有効期間は、年間観覧券を交付した

日から起算して�年間とする。

� 年間観覧券の使用は、同一人に限るものとする。

（使用料等の減免）

��� 次の各号に掲げるものが条例別表第�に掲げる施設又は設備を使用しようとするときは、条例第��条の規定によ

り、同表に定める使用料の額から当該各号に定める額を減免することができる。

� 県内の幼稚園の園児、小学校の児童、中学校の生徒又はこれらに準ずる者（次号において「園児等」という。）が

教育課程に基づく教育活動として創作した美術作品を展示しようとするもの 使用料の額の�割

� 県内の高等学校の生徒、大学の学生若しくはこれらに準ずる者が創作した美術作品又は園児等の創作した前号に規

定する美術作品以外のものを展示しようとするもの 使用料の額の	割

� 身体障害者福祉法（昭和
�年法律第
��号）第�条第�項の身体障害者手帳、療育手帳（知的障害者の福祉の充実

を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害者と判定された者に対して交付される手帳で、

その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。）又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和


年法律第�
�号）第�条第�項の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者（以下次項において「障害者」と

いう。）で県内に住所を有する者が創作した美術作品を展示しようとするもの 使用料の額の�割

� 前�号に掲げるもののほか、委員会が特別の理由があると認めるもの 委員会が別に定める額

� 次の各号に掲げる者（条例別表第�個人の場合の欄に該当する者に限る。）が美術館の展示する美術品及び美術に関

する資料を観覧しようとするときは、条例第��条の規定により、条例別表第�個人の場合の欄に定める額（以下この項

において「観覧料の額」という。）から当該各号に定める額を減免することができる。

� 小学校の児童、中学校若しくは高等学校の生徒又はこれらに準ずる者で、学校が編成した教育課程に基づく活動に

より教職員に引率されて観覧する者 観覧料の額の全額

� 前号に掲げる者を引率する教職員 観覧料の額の全額

� 障害者 観覧料の額の全額

� 障害者の付添人（原則として障害者の人数と同じ人数までに限る。）観覧料の額の全額

� 前各号に掲げるもののほか、委員会が特別の理由があると認める者 委員会が別に定める額

� 前�項の規定により使用料又は観覧料の減免を受けようとするものは、あらかじめ、使用料減免申請書（様式第�

第���
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号）又は観覧料減免申請書（様式第�号）を提出し、委員会の承認を受けなければならない。ただし、前項第�号及び

第�号に規定する者については、この限りでない。

（観覧料の割引制度）

��� 条例別表第�に規定する教育委員会規則で定める割引制度は、次に掲げる事項とする。

� 他の観光施設等の管理者等と共同で発行する共通割引券を利用して観覧する場合

� 別に定める者が運営する交通機関を利用する者が、別に定める乗車券等を提示して観覧する場合

� 前�号に掲げるもののほか、美術館の利用を促進するものとして特に必要と認める場合

（美術館協議会）

��� 島根県立美術館協議会（以下「協議会」という。）に会長及び副会長を置き、委員会のうちから互選によってこ

れらを定める。

� 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

� 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

� 協議会は、会長が招集する。

� 協議会に議長を置き、会長をもって充てる。

� 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

� 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

� 協議会の庶務は、美術館において処理する。

（委任）

���� この規則に定めるもののほか、美術館の管理に必要な事項は、委員会が別に定める。

� �

この規則は、平成�	年�月
日から施行する。

	
（第�条関係）


 ギャラリーの附属設備の使用料

� ホールの附属設備の使用料

第���号 平成��年��月�日(�)

設 備 名 単位 使 用 料

展示ケース 
台 �����円

ユニット展示台 
台 ���円

ユニット展示台リング 
台 ��円

長机 
脚 �円

スポットライト 
基 ��円

設 備 名 単位 使 用 料

アッパーホリゾントライト 
列 �円

ロアーホリゾントライト 
列 ���円


��クセノンピンスポット 
台 ��円

�点吊りマイク設備 一式 �����円

ハンド型ワイヤレスマイク 
本 �円

タイピン型ワイヤレスマイク 
本 ��円

移動型ステージモニタースピーカー 
台 ��円

映像上映設備 一式 	����円

ハイビジョン書画装置 
台 �����円

��ミリスライド映写機 
台 ��円
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映像録画設備 一式 ����	円

移動型カメラ 
台 ��	円

移動型ワゴン 
台 ����	円

インカム内臓テレビ 
台 ��	円

出先用モニターテレビ 
台 ��	円

��ミリ映写機 
台 �		円
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�����（第�条関係）

指 定 管 理 者 指 定 申 請 書

年 月 日

様

所 在 地

申請者 名 称

代表者氏名 �

美術館の指定管理者について指定を受けたいので、島根県立美術館条例第�条第�項の規定に基づき下記のとおり

申請します。

記

団 体 名

代 表 者 職 ・ 氏 名

主たる事務所の所在地

設 立 年 月 日 年 月 日 構成員の人数 人

資 本 金 円

提携団体（他団体と連

携して管理を行う場合

に記入すること。）
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�����（第�条関係）

島根県立美術館使用料減免申請書

年 月 日

様

住 所 〒

（団体にあっては、主たる事務所の所在地）

申請者
氏 名

（団体にあっては、名称及び代表者の氏名）

電話番号

（自宅及び勤務先）

下記のとおり使用料の減免を受けたいので申請します。

記

（注） ※印欄は、記載しないでください。

使 用 期 間
年 月 日（ ）曜日から

年 月 日（ ）曜日まで

使 用 施 設

□ 第�展示室（��	㎡） □ 第�展示室及び第
展示室（��㎡）

□ 第
展示室（��㎡） □ 第
展示室及び第�展示室（�	㎡）

□ 第�展示室（��㎡） □ 展示室全室（��	㎡）

□ ホール

減免を申請する

理由

□ 県内の園児等が教育課程に基づく教育活動として創作した美術作品の展示

□ 県内の高等学校の生徒又は大学の学生（これらに準ずる者を含む。）が創作した美術作

品又は園児等が創作した上記の美術作品以外のものの展示

□ 障害者で県内に住所を有する者が創作した美術作品の展示

□ その他（ ）

使 用 料

減免前の金額 ※ 減免する金額 ※ 徴収する金額

円 円

減免割合 ％

円
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�����（第�条関係）

島根県立美術館観覧料減免申請書

年 月 日

様

住 所 〒

（団体にあっては、主たる事務所の所在地）

申請者
氏 名

（団体にあっては、名称及び代表者の氏名）

電話番号

（自宅及び勤務先）

下記のとおり観覧料の減免を受けたいので申請します。

記

（注） ※印欄は、記載しないでください。

観 覧 期 日 年 月 日（ ）曜日

展 覧 会 名

減免を申請

する理由

□ 小学校の児童、中学校若しくは高等学校の生徒又はこれらに準ずる者が、学校が編成した教

育課程に基づく活動により教職員に引率されて観覧する場合

□ 上記の者を教職員が引率する場合

□ その他の場合（ ）

区 分 正規の観覧料 ※ 減免率 ※ 減免後の観覧料

小学校の児童、中学校若しく

は高等学校の生徒又はこれら

に準ずる者

円× 人＝ 円 ％ 円

上記を引率する教職員 円× 人＝ 円 ％ 円

その他の者 円× 人＝ 円 ％ 円

合 計 円 円
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島根県立石見美術館管理規則をここに公布する。

平成��年��月�日

島根県教育委員会委員長 中 村 俊 郎

��������	
���

島根県立石見美術館管理規則

（趣旨）

��� この規則は、島根県芸術文化センター条例（平成��年島根県条例第��号。以下「条例」という。）第��条に基づ

き、島根県立石見美術館（以下「美術館」という。）の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

（指定管理者の申請に関する書類）

��� 条例第�条第�項の申請書は、指定管理者指定申請書（様式第	号）によらなければならない。

� 条例第�条第�項の教育委員会規則で定める書類は、次のとおりとする。

� 定款、寄附行為、規約その他これらに準ずる書類

� 法人にあっては、当該法人の登記簿の謄本

� 前項の申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書並びに過去�年間の事業報告書、収支計

算書、貸借対照表及び財産目録又はこれらに準ずる書類

� 役員の名簿及び略歴を記載した書類

� 団体の概要を記載した書類

� 前各号に掲げるもののほか、教育委員会（以下「委員会」という。）が必要と認める書類

（事業報告書の内容等）

��� 条例第
条の規則等で定める日は、毎会計年度終了後��日とする。ただし、条例第��条第	項の規定により指定

管理者の指定を取消された場合は、その取消しの日から��日とし、その報告の対象となる期間は当該取消しの前日まで

とする。

� 条例第
条の規則等で定める内容は、次のとおりとする。

� 美術館の管理の体制

� 美術館の管理業務の実施状況及び使用の実績

� 美術館の管理に要した経費の収支状況

� 前各号に掲げるもののほか、美術館の管理に関し委員会が必要と認める事項

（観覧料の納付）

��� 観覧料は、前納とする。ただし、委員会が特に認めた場合は、後納とすることができる。

（年間観覧券）

��� 年間観覧料を支払った者に対しては、年間観覧券を交付するものとし、その有効期間は、年間観覧券を交付した

日から起算して	年間とする。

� 年間観覧券の使用は、同一人に限るものとする。

（観覧料の減免）

��� 次の各号に掲げる者（条例別表第�個人の場合の欄に該当する場合に限る。）が、美術館の展示する美術品及び

美術に関する資料を観覧しようとするときは、条例第��条の規定により、条例別表第�個人の場合の欄に定める額（以

下この項において「観覧料の額」という。）から当該各号に定める額を減免することできる。

� 小学校の児童、中学校若しくは高等学校の生徒又はこれらに準ずる者で、学校が編成した教育課程に基づく活動に

より教職員に引率されて観覧する者 観覧料の全額

� 前号に掲げる者を引率する教職員 観覧料の額の全額

� 身体障害者福祉法（昭和��年法律第��号）第��条第�項の身体障害者手帳、療養手帳（知的障害者の福祉の充実

第�����号 平成��年��月�日 (��)
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を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害者と判定された者に対して交付される手帳で、

その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。）又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和

��年法律第���号）第��条第�項の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者（以下次項において「障害者」と

いう。） 観覧料の額の全額

� 障害者の付添人（原則として障害者の人数と同じ人数までに限る。） 観覧料の額全額

� 前各号に掲げるもののほか、委員会が特別の理由があると認める者 委員会が別に定める額

� 前項の規定により観覧料の減免を受けようとする者は、あらかじめ、観覧料減免申請書（様式第�号）を提出し、委

員会の承認を受けなければならない。ただし、前項第�号及び第�号に規定する者については、この限りでない。

（観覧料の割引制度）

��� 条例別表第�に規定する教育委員会規則で定める割引制度は、次に掲げる事項とする。

� 他の観光施設等の管理者等と共同で発行する共通割引券を利用して観覧する場合

� 別に定める者が運営する交通機関を利用する者が、別に定める乗車券等を提示して観覧する場合

� 前�号に掲げるもののほか、美術館の利用を促進するものとして特に必要と認める場合

（センター協議会）

��� センター協議会に関し必要な事項は、別に定める。

（委任）

��� この規則に定めるもののほか、美術館の管理に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

� �

この規則は、平成�	年�月
日から施行する。

第�����号 平成��年��月日(��)
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�����（第�条関係）

指 定 管 理 者 指 定 申 請 書

年 月 日

様

所 在 地

申請者 名 称

代表者氏名 �

島根県芸術文化センターの指定管理者について指定を受けたいので、島根県芸術文化センター条例第�条第�項の

規定に基づき下記のとおり申請します。

記

団 体 名

代 表 者 職 ・ 氏 名

主たる事務所の所在地

設 立 年 月 日 年 月 日 構成員の人数 人

資 本 金 円

提携団体（他団体と連

携して管理を行う場合

に記入すること。）



島 根 県 報第�����号 平成��年��月�日(��)

�����（第�条関係）

島根県立石見美術館観覧料減免申請書

年 月 日

様

住 所 〒

（団体にあっては、主たる事務所の所在地）

申請者
氏 名

（団体にあっては、名称及び代表者の氏名）

電話番号

（自宅及び勤務先）

下記のとおり観覧料の減免を受けたいので申請します。

記

（注） ※印欄は、記載しないでください。

観 覧 期 日 年 月 日（ ）曜日

展 覧 会 名

減免を申請

する理由

□ 小学校の児童、中学校若しくは高等学校の生徒又はこれらに準ずる者が、学校が編成した教

育課程に基づく活動により教職員に引率されて観覧する場合

□ 上記の者を教職員が引率する場合

□ その他の場合（ ）

区 分 正規の観覧料 ※ 減免率 ※ 減免後の観覧料

小学校の児童、中学校若しく

は高等学校の生徒又はこれら

に準ずる者

円× 人＝ 円 ％ 円

上記を引率する教職員 円× 人＝ 円 ％ 円

その他の者 円× 人＝ 円 ％ 円

合 計 円 円
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� �

平成��年�月��日付け島根県報第�����号中に誤りがあったので、次のように訂正する。

平成��年�月�	日付け島根県報第�����号中に誤りがあったので、次のように訂正する。

第�����号 平成��年��月
日 (��)

ページ 行 誤 正

� 上から� 地策公有水面 地先公有水面

上から
 地策公有水面 地先公有水面

ページ 行 誤 正


 下から� 同赤屋小学校 同 赤屋小学校

下から� 同高原小学校 同 高原小学校

下から� 同日貫小学校 同 日貫小学校

下から （施行期日）

この規則は、平成��年��月�日から施行す

る。

この規則は、平成��年��月�日から施行す

る。



平成��年��月�日 印刷
平成��年��月�日 発行 発行者 島 根 県 発行所 松江市殿町 島 根 県 庁

印 刷 松江市学園南 松陽印刷所
定価 �か月 �����円

(送料共)
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